
協議第３４号                 平成１５年 月  日確認  
 

各種事務事業の取扱い（消防防災関係その２）について  
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協議第３４号

協 議 会 協 議 項 目 （ 案 ）

津 地 区 合 併 協 議 会

各種事務事業の取扱いについて

消防防災関係（その２）
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・組織の形態：地区自主防災協議会の下に
自主防災会　自主防災会と自治会とは別組
織

・資機材貸与：県補助(１/２)を受け貸与。覚え
書きを締結。破損したときは補填しない

・資機材貸与：県の補助（１/２）を受け支給。
以後の管理・修繕・追加等は自主防災会負
担

・資機材貸与：県の補助(１/２)を受け貸与。
差損、紛失したときは補填しない

・資機材貸与：無し・資機材貸与：芸濃町地域振興事業補助金
交付規則に基づき、事業費１/２を町費で補
助

・資機材貸与：県の補助(１/２)を受け貸与
故障した場合は町が６０パーセントの補助金
を支給

　　　消防防災関係 分　   科　   会 防災交通安全分科会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 ２５　各種事務事業の取扱い 専　門　部　会 市民部会

関　係　項　目

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

自主防災組織 地域に住む住民が協力して災害に強い地域
を作り,個人、家庭ごとでの防災活動を基本と
して地域防災活動をする。
①自治会活動などコミュニティ活動の中でま
ちづくりについて話し合いの場を作る
②災害についての基本知識等の啓発、自主
防災組織の活動紹介
③組織化にむけた取り組み支援
④結成時における資機材の貸与
⑤結成後の防災訓練、活動等の支援

同左 同左 同左 同左 同左

・団体数：５８
・組織率：５８/１１３(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　５,４９４,０００円

・団体数：２３
・組織率：２３/２３(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

・団体数：１６３
・組織率：２９０/４４１（自治会数）
・H13年度補助金額
　　 １２,５６５,０００円

・活動支援：無し

・地区自治会連合会単位で自主防災協議会
を組織。
（２０自治会連合会のうち９地区が結成）

・活動支援：無し ・活動支援：無し

・組織の形態：自主防災会と自治会はほぼ同
じ組織(自治会によっては、責任者を別に設
けている)

・組織の形態：基本的に自治会=自主防災組
織である

組織の形態：自治会＝自主防災会としている ・組織の形態：全防災会が計画・規約を定
め、組織体系を作成している

・活動支援：無し ・活動支援：無し（自主防災組織活性化促進
事業補助金により、防災訓練等の消耗品等
を補助：県補助１/２）

・活動補助金：自治会等防火防災施設整備
事業に関する補助規程　事業費に対して９/
１０を町が補助する。

・久居市交通安全母の会
補助金　５００，０００円

交通指導員会
１７，０００円×９名×１２ｹ月
１５年度予算　１，８３６，０００円
活動補助金　１２０，０００円

交通指導員
６，９００円×３名×１１ｹ月
１５年度予算　２２７，７００円

交通ママ
３，４５０×１３名×１２ヶ月
１５年度予算　５３９，０００円

同左

負担金　２９０，０００円

同左

負担金　２４０，０００円

同左

負担金　３１０，０００円

・組織の形態：平成８年に４０自治会との規約
を締結し、自主防災組織を立ち上げている。
自治会=自主防災組織である

・団体数：５２
・組織率：５２/５２（自治会数）
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

・団体数：１５
・組織率：１５/１５（自治会）
・H13年度補助金額
　　　 ３,９８０,０００円

・団体数：４０
・組織率：４０/４５(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　 1,７４１,０００円

・久居地区交通安全協会
補助金　２５０，０００円

・小学校交通安全団体（３団体）
（長野・辰水・高宮小学校）
補助金　６０，０００円

交通指導員会
年８８，０００円×９名
１５年度予算　　７９２，０００円

・交通安全クラブ
　助成金　２２５，０００円

・雲出地区交通安全推進協議会
　補助金　５０，０００円
・高茶屋地区交通安全委員会
　補助金　５０，０００円

・久居市幼児交通安全クラブ
補助金　３５０，０００円

交通安全活動団体 ・津・安芸地区交通安全対策会
議
負担金　１，８３０，０００円

・久居・一志地区交通対策協議
会
負担金 約２１５，０００円

津市に同じ

負担金　３７０，０００円

・津市交通安全父母の会連絡協
議会　補助金　１，３９０，０００円
・交通安全父母の会（２団体）
（豊ヶ丘小学校・西郊中学校）
　補助金　６０，０００円
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・各市町村の現行の補助制度を改め、消火器の詰め替え費用、又は訓練用消耗品及び資機材（1防災
会につき消火器3本程度の詰め替え費用を上限とする）を補助する。
・自主防災協議会については地域の特性を考慮しながら組織化を図る。

・資機材貸与：無し・資機材貸与：県の補助(１/２)を受け貸与、
覚え書きを締結、破損・紛失したときは補填し
ない

・資機材貸与：県の補助(１/２)をうけ貸与

・活動支援：町防災訓練時、消火器詰め替え
費用(３本)

・活動支援：各自主防災組織に対して１５，０
００円+(５００×世帯数)による補助。又、小型
ポンプ所有防災組織に対し、維持費として一
律８０００円の補助をしている。

・活動支援：無し

一　志　町 白　山　町 美　杉　村

・資機材貸与：長靴（支給）
　　　　　　　　　ヘルメット・上下服
                  ベルト（貸与）

・団体数：７
・組織率：７/７（地区数）
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

同左 同左 同左

・組織の形態：町内に５自治会があるが、自
主防災組織とは別組織である

・貸与する資機材については津市の例により調整する。
・自治会事業で整備した資機材については、自治会に譲渡したものを除き、津市の例（市の備品として
無償貸与）により調整する。

調　整　の　内　容
　４．現行のまま新市に引き継ぐ。
２２．新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）

・組織の形態：７地区が結成
地区防災組織の下に１３３組の自治会で結
成

・自主防災会については、新市においても拡充を図る。

・団体数：３８自衛消防隊
・組織率：３８/５９(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　 　８６１,０００円

・団体数 ２５（５自治会とは別団体）
・組織率：２６４６/４６９４[世帯参加率]
・H13年度補助金額
　　　　１,０７５,５００円

香 良 洲 町

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

同左

・活動支援：一組織１年５０，０００円
                総額５００，０００円

久居市に同じ

負担金　久居市に同じ

同左

負担金　久居市に同じ

・組織の形態：自主防災と自治会は別組織で
あるがほぼ一体化している。

・組織の形態：自治会=防災組織である

・団体数：　１０
・組織率：１０/１０(自治会数)
・H13年度補助金額
　　　　　　　　　　-

同左

負担金　久居市に同じ

同左

負担金　久居市に同じ

・合併と同時に組織を一元化する方向で調整する。
・各団体の役員、事務局と協議し、構成メンバーの人選及び設置時期の検討をする。
・各団体の負担金については新市において調整する。

・交通安全協会一志支部
補助金　４５０，０００円

・交通安全協会白山支部
活動補助　５５，０００円

・交通安全協会美杉支部
補助金　２５０，０００円

・交通安全協会補助金については、合併時までに統一する。

・交通安全母の会（２団体）
（香良洲小学校・香良洲幼稚園）
　助成金　１００，０００円

・交通安全父母の会（７園）
　補助金　１２６，０００円

・交通安全母の会（幼・保・小・
中）
啓発物品代　１９５，０００円

・組織は一元化し、補助金については随時調整する。（合併後３年程度）

交通安全推進委員
５，０００円×１７名×４回
＝３４０，０００円

交通指導員会
６，７５０円×３３名×１２ｹ月
１５年度予算　２，６７３，０００円
公務災害保険料１００，０００円

・合併後、速やかに新制度を設立する。

・当分の間現行のとおりとし、随時調整する。（合併後３年程度）

構　　成　　市　　町　　　村　　の　　現　　況
調整の具体的内容
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様式４

関　係　項　目 　　　消防防災関係

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 ２５　各種事務事業の取扱い 専　門　部　会 市民部会

分　   科　   会 防災交通安全分科会

三重県交通災害共
済関係事務

・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

【配布方法】
子ども会に配布委託及び郵送

【配布方法】
自治会に配布依頼
自治会未加入者は郵送

【配布方法】
郵送

【配布方法】
自治会に配布を依頼
自治会未加入者は郵送

【配布方法】
各自治会長に配布委託及び郵
送

【配布方法】
郵送

【配布手数料】
１世帯６０円、加入促進料として
１世帯当たり２０円（実績払い）
１５年度予算 津市子ども会連絡
協議会委託料　３，９４４，０００
円

【配布手数料】
加入促進として１人当たり３５円
支払い
１５年度予算額　７１５，０００円

【配布手数料】
無し

【配布手数料】
加入者１人につき６０円(加入者
なしの場合は支払わない)
１５年度予算 ３３０，０００円

【配布手数料】
加入推進謝礼金
各自治会長１人当たり３，０００円
加入者１人当たり実績に応じて４０
円支払い
１５年度予算 １８１，０００円

【配布手数料】
無し

【受付方法】
金融機関窓口、市役所本庁・支
所、集会所等出張受付

【受付方法】
金融機関窓口、市役所・支所出
張所

【受付方法】
金融機関窓口、集会所への出
張受付、役場分室

【受付方法】
自治会で取りまとめ

【受付方法】
金融機関窓口、役場本庁舎

【受付方法】
金融機関窓口、役場

【加入開始時期】　１月 【加入開始時期】　１月 【加入開始時期】　１月 【加入開始時期】　１月 【加入開始時期】　4月 【加入開始時期】　１月

【無料対象者】　無し 【無料対象者】　無し 【無料対象者】　無し【無料対象者】　無し 【無料対象者】
新入学小学１年生
４３１名　２１６，０００円

【無料対象者】　無し
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容 ２５．新たに制度を制定する。（合併と同時）

香 良 洲 町 一　志　町

構　　成　　市　　町　　　村　　の　　現　　況

白　山　町 美　杉　村

・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務 ・県の委託業務

【配布方法】
郵送

【配布方法】
郵送

【配布方法】
郵送

【配布方法】
組長に配布依頼及び郵送 ・配布方法は郵送に統一を図る。

【配布手数料】
無し

【配布手数料】
無し

【配布手数料】
無し

【配布手数料】
無し

【受付方法】
金融機関窓口、役場

【受付方法】
町内金融窓口

【受付方法】
町内の金融機関(郵便局を除く)

【受付方法】
役場本庁舎、各地域住民セン
ターで受付

・金融機関での加入受付を主とした体制で調整する。

【加入開始時期】　１0月 【加入開始時期】　4月

・無料加入は廃止とする。

調整の具体的内容

【無料対象者】
３歳児から中学生
約６００人　３００，０００円

【無料対象者】　無し 【無料対象者】
町内の幼稚園(年齢)、小学生、
中学生
幼稚園96名,小学生628名,中学
生380名
５５２，０００円

【無料対象者】
幼稚園・保育所・小学校・中学校
（村内住所者）
約４９０人　２４５，０００円

【加入開始時期】　7月 【加入開始時期】　4月 ・加入開始時期は1月1日で調整する。
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